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平成２７年度

校
長

管 理 職

・全体指揮
・報道機関等への対応
・教育委員会等への連絡

生徒指導
主 任

＜内容＞ （学年職員・部活顧問等）

教
頭

◎指導方針会議（いじめ防止対策委員会が基本）

学
年
会

学校・家庭・地域社会からの生徒の気になる情報

いじめ確認? 臨時職員会議

・事実確認、状況把握と報告
・全職員への連絡調
・関係生徒の家庭連絡、訪問等

・全体指揮
・全職員への連絡調整
・警察等、各関係機関との連絡調整

報告 相談連絡
調 査

担
任

学年
主任

※相談員との連携

※事実確認は２日以内に（理想はその日の内に）

＜ﾒﾝﾊﾞｰ＞・いじめ防止対策委員＋関係職員

・問題の明確化 ・指導方針の決定 ・役割分担の決定

◎いじめ対策支援チーム

【具体的な指導・援助】

・被害者直接対応班 ・加害者直接指導班

・間接指導班

職
員
会
議

家
庭

経過観察（生徒・保護者）

いじめの解消

・スクールカウンセラー ・市町村教育相談室（市教育研究所） ・児童相談所
・福祉事務所 ・市役所児童課 ・北部少年サポートセンター
・家庭裁判所 ・民生、児童委員 ・警察署 ・子どもｽﾏｲﾙﾈｯﾄ ・子どもの人権110番等

関 係 機 関 と の 連 携

市教委への速報

いじめ防止対策委員会

学校評価事後観察・支援の継続


